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(1)利用料一覧 

【基本利用料】１ヶ月 30日として計算 

 
基本単位 介護保険一部負担

(1 割の場合) 
食事費用 居住費 １ヶ月合計 

要介護 1 768単位 24,285 円  

46,500 円  76,500 円  

147,285 円  

要介護 2 836単位 26,435 円  149,436 円  

要介護 3 910単位 28,775 円  151,775 円  

要介護 4 977単位 30,893 円  153,893 円  

要介護 5 1,043単位 32,980 円  155,980 円  

※地域区分単価により 1単位あたり 10.54円。 
※介護保険一部負担については「介護保険負担割合証」の割合となります。 
【食事の提供に関わる費用及び居住費】 

食事の提供に関わる費用 居住費〈個室〉 

日額 １,550円 日額 2,550円 

※利用日数により計算 
※利用日数により計算(入退所月のみ日割計

算) 
※「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの場合は認定証に記載された金額となります。
ただし、外泊時費用の算定対象期間外は適用されません。 

【各種加算／共通】 

看 護 体 制 加 算 （ Ⅰ ） 4単位／日 看 護 体 制 加 算（Ⅱ） 8単位／日 

科学的介護推進体制加算 (Ⅰ ) 40単位／月 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50単位／月 

【その他加算／共通】 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算 （ Ⅰ ） 22単位／日 
当施設の職員体制に従い、該当
するいずれかひとつを算定いた
します。 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算 （ Ⅱ ） 18単位／日 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算 （ Ⅲ ） 6単位／日 

介護職員等処遇改善加算 （ Ⅰ ） 所定単位数の 14.0％を加算 

当施設の体制に従い、該当する
いずれかひとつを算定いたしま
す 

介護職員等処遇改善加算 （ Ⅱ ） 所定単位数の 13.6％を加算 

介護職員等処遇改善加算 （ Ⅲ ） 所定単位数の 11.3％を加算 

介護職員等処遇改善加算 （ Ⅳ ） 所定単位数の 9.0％を加算 

【各種加算／該当者のみ】 

看取り介護加算 

死亡日前 31～45 日 

死亡日前 4 日～30 日 

死亡日前日、前々日 

死亡日 

72単位／日 
144単位／日 
680単位／日 

1280単位／日 

医師が回復の見込みがないと判断した場合。 
医師、看護師、計画作成担当者その他の職員が共同で作成した計画を医
師等より説明を受け同意している場合。 
見取りに関する指針に基づき、利用者、家族の求めに応じ説明し、同意
をした上で介護を受けている方に対し算定。 

初 期 加 算 30単位／日 入所日から30日間。（30日を超える外泊・入院等、その後の再入所も
同様） 

外 泊 時 費 用 246単位／日 入院または居宅における外泊時。 
（月６日を限度とする） 

療 養 食 加 算 6単位／回 
初期時の提供が管理栄養士に管理され、入所者の年齢、心身状
況によって適切な栄養量及び内容の食事が提供されている場
合(1日につき3回を限度) 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 90単位／月 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔ケアを月2回以上
行い、職員に対し指導し、相談に応じる。 



特別養護老人ホーム習志野偕生園（ユニット型) （2024 年 6月適用） 

 

 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 110位／月 上記に加え、口腔衛生の計画等の情報を提出し活用する。 

排 せ つ 支 援 加 算 （ Ⅰ ） 
排 せ つ 支 援 加 算 （ Ⅱ ） 
排 せ つ 支 援 加 算 （ Ⅲ ） 

10単位／月 
15単位／月 
20単位／月 

排泄に介護を要する利用者のうち、排泄にかかる要介護
状態を軽減できると医師等が判断し、利用者が希望した
場合、多職種が排泄にかかる各種ガイドラインを参考に
し、分析、支援計画、支援を行った場合 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 
褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

3単位／月 
13単位／月 

入所者全員にモニタリング指標を用いて入所時に評価
を行い、3ヶ月 1回、評価を行い報告する。リスクがあ
る利用者へは褥瘡ケア計画の作成、褥瘡管理を行う。評
価に基づき 3ヶ月に 1回褥瘡ケア計画を見直す。 

若年性認知症入所者受入加算 120単位／日 若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を定め、特性・ニーズ
に応じたサービスを行った場合。 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位／日 認知症により、医師が緊急入所を認めた場合。 
（入所日から起算して7日を限度とする） 

再 入 所 時 栄 養 連 携 加 算 200単位／回 
入院し、異なる栄養管理が必要となった場合、当該医療機関で
の栄養食事指導に施設の管理栄養士が同席し、ケア計画の原案
を作成し再入所した場合。 

退 所 前 訪 問 相 談 援 助 加 算 460単位／回 退所前後に居宅を訪問し所定の相談援助を行った場合。 

退 所 時 相 談 援 助 加 算 400単位／回 
入所 1 カ月以上の入所者が退所し､退所後のサービス利用に
ついての相談援助を行い、入所者の同意を得て市町村等へ文
書での情報を提供した場合。 

退 所 時 情 報 提 供 加 算 250単位／回 
医療機関へ退所する場合、医療起案に対して入所者を紹介す
る際、入所者の同意を得て、心身の状況、生活歴等の情報を
提供した場合。 

退 所 前 連 携 加 算 500単位／回 
入所 1カ月以上の入所者が退所し、居宅において居宅サービ
スを利用する場合、退所に先立ち介護支援事業所へ、入所者
の同意を得て文書での情報を提供した場合。 

＊ 上記利用料等は、法律の改正等により、変更される場合があります。 
【その他利用料】 
日常生活において必要とされるものであって､利用者負担が適当と認められる費用   
※別添｢実費サービス一覧表｣記載の料金 

＊ 料金は、基本的に利用料請求書に合算して請求されます。 
＊ 料金は、状況に応じ変動・改定することがあります。その場合、事前に改定後の   

料金についてご説明させていただきます。 

(2) 支払方法  

① 月毎の料金については、1ヶ月ごとの請求となります。 

②①の施設利用料は、提携病院の診療費、調剤費、その他立替金等をあわせて、翌

月末日までに口座自動引落しの方法でお支払いいただきます。 

料金をお支払い頂いたときは、利用料の明細を付した領収書を発行いたします。 


